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一

藤
壷
の
立
后
に
と
も
な
っ
て
、
源
氏
は
そ
れ
ま
で
の
三
位
中
将
か
ら
宰
相
中
将

に
昇
進
し
た
。

七
月
に
ぞ
后
ゐ
給
ふ
め
り
し
。
源
氏
の
君
、
宰
相
に
な
り
給
ひ
ぬ
。(

紅
葉
賀)

｢

宰
相｣

と
は
い
か
な
る
官
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
通
常
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
。

参
議
の
唐
名
。
朝
政
を
参
議
す
る
意
で
太
政
官
中
に
お
か
れ
た
。
令
外
の
官
。

八
人
あ
り
、
大
臣
納
言
に
つ
い
で
重
い
役
で
あ
り
、
大
臣
納
言
と
共
に
宮
中

の
政
事
に
参
議
す
る
。
正
四
位
下
相
当
だ
が
公
卿
の
列
に
入
る
。

(

池
田
亀
鑑
編

『

源
氏
物
語
事
典』)

し
か
し
、
源
氏
は
な
に
ゆ
え

｢

参
議｣

で
は
な
く
唐
名
で

｢

宰
相｣

と
呼
ば
れ

る
の
か
。｢

宰
相｣

が

｢

参
議｣

の
別
称
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
源
氏
は
別
称

で
呼
ば
れ
る
の
か
。

し
か
も
、『

源
氏
物
語』

で
は
、｢

参
議｣

な
ら
ぬ

｢

宰
相｣

で
呼
ば
れ
る
の
は

源
氏
一
人
に
か
ぎ
ら
な
い
。
す
べ
て
の

｢

参
議｣

が
そ
う
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

『

源
氏
物
語』

に
は

｢

参
議｣

と
い
う
呼
称
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る注

１

。

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
現
象
は

『

源
氏
物
語』

だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
黒

板
伸
夫

｢

宰
相
小
論

『

源
氏
物
語』

の
背
景
と
し
て

｣

は
、｢

宰
相｣

と
い
う

語
の
こ
の
時
代
の
用
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
現
実
に
は
、
平
安
時
代
に
は

｢

宰
相｣

の
語
は
狭
義
の

｢

参
議｣

と

い
う
特
定
の
官
の
別
称
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
学
の
世
界
で
も
同
様
で

あ
り
、『

源
氏
物
語』

を
は
じ
め
物
語
類
や
日
記
文
学
に
出
て
来
る

｢

宰
相｣

は
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。
む
し
ろ
文
学
の
中
に
は

｢

参

議｣

と
い
う
正
式
の
官
名
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

公
卿
の
日
記
類
で
も
個
人
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は

｢

参
議｣

で
な

く
｢

宰
相｣

で
あ
る
が
、
公
的
な
文
書
と
か
、
外
記
日
記
な
ど
公
的
な
記
録

で
は
、
人
名
に
冠
す
る
場
合
で
も
必
ず

｢

参
議｣

と
記
し
て
い
る
。

(『

平
安
王
朝
の
宮
廷
社
会』

所
収)
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事
実
、
不
思
議
な
こ
と
に
、『

源
氏
物
語』

以
外
の
作
品
に
お
い
て
も
、｢

参
議｣

の
呼
称
は
皆
無
か
、
あ
る
い
は
あ
っ
て
も
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『

枕
草
子』
は

『

源
氏
物
語』

同
様
す
べ
て

｢

宰
相｣

で
、｢

参
議｣

は
な
い
。

宰
相
に
な
り
給
ひ
し
こ
ろ
、
上
の
御
前
に
て
詩
を
い
と
を
か
し
う
誦
じ
侍
る

も
の
を
…
…
。

(｢

宰
相
の
中
将
斉
信
、
宣
方
の
中
将｣)

受
領
し
た
る
人
の
宰
相
に
な
り
た
る
こ
そ
、
も
と
の
君
た
ち
の
な
り
あ
が
り

た
る
よ
り
も
し
た
り
顔
に
け
だ
か
う
、
い
み
じ
う
は
思
ひ
た
め
れ
。

(｢

し
た
り
顔
な
る
も
の｣)

殿
上
人
、
宰
相
な
ど
を
た
だ
名
の
る
名
を
い
さ
さ
か
つ
つ
か
し
か
ら
ず
い
ふ

は
、
い
と
か
た
は
な
る
を
…
…
。

(｢
文
こ
と
ば
な
め
き
人
こ
そ｣)

『

源
氏
物
語』

に
先
立
つ
長
編

『

う
つ
ほ
物
語』

に
は
、

た
だ
琴
を
習
は
し
て
あ
り
経
る
ほ
ど
に
、
お
ほ
や
け
に
か
な
ふ
ま
じ
き
者
な

り
と
て
、
治
部
卿
か
け
た
る
宰
相
に
な
さ
れ
ぬ
。

(
俊
蔭)

よ
う
に
公
卿
の
呼
称
と
し
て
の

｢

宰
相｣

、
あ
る
い
は
女
房
名
に
冠
せ
ら
れ
た

｢

宰
相｣

が
二
七
〇
余
例
の
多
き
に
の
ぼ
る
が
、｢

参
議｣

は
全
編
を
通
じ
て
次
の

一
例
の
み
。

遣
唐
使
の
大
弁
、
南
蔭
の
朝
臣
の
一
男
と
し
て
、
料
賜
は
れ
る
文
屋
童
に
侍

り
。
南
蔭
の
左
大
弁
、
参
議
に
侍
り
し
ほ
ど
、
兵
の
た
め
に
命
終
り
、
兄
弟

遠
く
残
る
屍
な
く
滅
び
果
て
て
、
季
英
一
人
な
む
か
れ
が
後
と
て
侍
る
。

(

祭
の
使)

こ
の

｢

参
議｣

唯
一
例
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
目
を
歴
史
物
語
に

転
ず
れ
ば
、『

栄
花
物
語』

、『

大
鏡』

と
も
に

｢

宰
相｣

は
多
数
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ま
た

｢

参
議｣

は
見
あ
た
ら
な
い
。
参
考
ま
で
に

『

大
鏡』

の

｢

宰
相｣

の

一
端
を
掲
げ
る
。

こ
の
殿
、
宰
相
に
は
な
り
た
ま
は
で
、
直
権
中
納
言
に
な
ら
せ
給
。

(

太
政
大
臣
道
長)

こ
の
男
君
た
ち
み
な
宰
相
ば
か
り
ま
で
ぞ
な
り
給
へ
る
。

(

藤
氏
物
語)

二
郎
は
房
前
と
申
し
て
、
宰
相
ま
で
な
り
給
へ
り
。

(

藤
氏
物
語)

そ
の
宰
相
は
五
十
六
に
て
宰
相
に
な
り
、
左
近
中
将
か
け
て
い
ま
せ
し
か
。

(

昔
物
語)

な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
に

｢

宰
相｣

ば
か
り
が
愛
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
｢

文
学
の
中
に
は

｢

参
議｣

と
い
う
正
式
の
官
名
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る｣

(

前
掲)

と
い
う
黒
板
伸
夫
氏
の
言
は
い
か
に
も
と
う
な
づ
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
お
お
む
ね
仮
名
の
文
学
で
あ
っ
て
、
漢
詩
文
や

『

三
代
実
録』

等
の
国
史
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で
は
事
情
は
逆
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『

本
朝
文
粋』

に
は

｢

参
議｣

ば
か
り
で

｢
宰
相｣

が
一
例
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
。

一
方
、
漢
詩
文
以
外
で
も
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
例
外
の

中
に
、
な
ぜ
仮
名
の
世
界
で

｢

宰
相｣

が
頻
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
解
く

鍵
が
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
外
の
一
は
、
和
歌
の
世
界
で
あ
る
。『

古
今
集』

、『

後
撰
集』

、『

拾
遺
集』

三
代
の
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
も
、
詞
書
は
、｢

参
議｣

を
用
い
ず

｢

宰
相｣

で

記
さ
れ
る
こ
と
、
前
節
で
見
た
物
語
を
中
心
と
す
る
諸
作
品
と
同
じ注
２

。

大
納
言
藤
原
の
国
経
の
朝
臣
、
宰
相
よ
り
中
納
言
に
な
り
け
る
時
に
、
そ
め

ぬ
袍
の
あ
や
を
お
く
る
と
て
よ
め
る

(

古
今
集

雑
上

八
六
九)

は
じ
め
て
宰
相
に
な
り
て
侍
り
け
る
年
に
な
ん
。

(

後
撰
集

春
上

四
六

左
注)

宰
相
中
将
敦
忠
朝
臣
家
の
屏
風
に
。

(
拾
遺
集

四
八)

と
こ
ろ
が
、
作
者
名
に
官
職
を
冠
す
る
よ
う
に
な
る

『

拾
遺
集』

で
は
、
詞
書

と
は
対
照
的
に
、
作
者
名
に
は

｢

参
議｣

を
用
い
る
。

内
裏
の
御
遊
侍
り
け
る
時

参
議
伊
衡

(

拾
遺
集

一
〇
一
一)

天
暦
御
時
、
内
裏
に
て
為
平
の
み
こ
は
か
ま
ぎ
侍
り
け
る
に

参
議
好
古

(

拾
遺
集

一
一
七
一)

つ
ま
り
、『

拾
遺
集』

で
は
、｢

宰
相｣

と

｢

参
議｣

と
を
詞
書
と
作
者
名
と
に

使
い
分
け
つ
つ
、
併
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

｢

宰
相｣

と

｢

参
議｣

を
併
用
す
る
、
例
外
の
も
う
一
つ
は
、『

今
昔
物
語
集』

で
あ
る
。
い
さ
さ
か
紙
幅
を
要
す
る
が
、
以
下
に
そ
の
全
用
例
を
掲
げ
る
。
ま
ず
、

｢

宰
相｣

か
ら
。

公
モ
此
ノ
御
行
ヲ
貴
ビ
奉
ラ
セ
給
テ
、
行
幸
ニ
准
ヘ
テ
、
上
卿
・
宰
相
ヲ
始

テ
弁
・
史
・
外
記
等
、
皆
参
テ
事
ヲ
行
フ
。

(

巻
十
二

｢

於
石
清
水
、
行
放
生
会
語｣

第
十)

此
ノ
事
ハ
、
三
善
ノ
清
行
ノ
宰
相
ノ
、
其
ノ
時
ニ
備
中
ノ
守
ニ
テ
有
ケ
ル
ガ
、

語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ヲ
聞
次
テ
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

(

巻
十
二

｢

備
中
国
賀
陽
良
藤
、
為
狐
夫
得
観
音
助
語｣

第
十
七)

其
ノ
時
ニ
西
三
条
ノ
大
臣
良
相
ト
申
ケ
ル
人
、
宰
相
ト
シ
テ
事
ニ
触
テ
、
篁

ガ
為
ニ
吉
キ
事
ヲ
宣
ヒ
ケ
ル
ヲ
、
篁
心
ノ
中
ニ
、｢

嬉
シ｣

ト
思
テ
、
年
来

ヲ
経
ル
間
ダ
、
篁
宰
相
ニ
成
ヌ
。
良
相
ノ
大
臣
モ
大
臣
ニ
成
ヌ
。

(

巻
二
十
四

｢

小
野
篁
、
依
情
助
西
三
条
大
臣
語｣

第
四
十
五)

而
ル
ニ
、
其
ノ
冷
泉
院
ヨ
リ
ハ
只
北
ハ
、
左
大
弁
ノ
宰
相
源
ノ
扶
義
ト
云
ケ

ル
人
ノ
家
也
。
其
ノ
左
大
弁
ノ
宰
相
ノ
舅
ハ
、
讃
岐
ノ
守
源
ノ
是
輔
ト
有
ケ

ル
人
也
。

(

巻
二
十
七

｢

冷
泉
院
東
洞
院
僧
都
殿
霊
語｣

第
四)

今
昔
、
宰
相
三
善
ノ
清
行
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
世
ニ
善
宰
相
ト
云
フ
此
レ
也
。

(

巻
二
十
七

｢

三
善
清
行
宰
相
、
家
度
語｣

第
三
十
一)
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次
に

｢

参
議｣

の
例
を
掲
げ
る
。

亦
、
供
養
ノ
後
、
天
平
勝
宝
八
年
ト
云
フ
年
ノ
二
月
ノ
、
参
議
正
四
位
下
兼

兵
部
卿
、
橘
ノ
朝
臣
奈
良
麻
呂
ト
云
フ
人
有
テ
、
此
寺
ニ
伝
法
会
ト
云
フ
事

ヲ
始
テ
行
フ
。

(

巻
十
一

｢

天
智
天
皇
、
建
志
賀
寺
語｣

第
二
十
九)

其
ノ
下
ニ
入
道
殿
ヲ
始
メ
奉
テ
、
其
ノ
次
ニ
御
子
ノ
関
白
内
大
臣
殿
ヲ
始
メ

奉
テ
、
左
大
臣
顕
光
、
右
大
臣
公
季
、
并
ニ
納
言
・
参
議
ノ
公
卿
、
員
ヲ
尽

シ
テ
平
張
ノ
下
ニ
着
キ
給
ヘ
リ
。

(

巻
十
二

｢

於
法
成
寺
、
絵
像
大
日
供
養
語｣

第
二
十
二)

今
昔
、
円
融
院
ノ
天
皇
ノ
御
代
ニ
、
参
河
ノ
守
大
江
ノ
定
基
ト
云
フ
人
有
リ
。

参
議
左
大
弁
式
部
大
輔
済
光
ト
云
ケ
ル
博
士
ノ
子
也
。

(

巻
十
九

｢

参
河
守
大
江
定
基
出
家
語｣

第
二)

亦
左
右
ノ
大
臣
、
納
言
・
参
議
・
百
官
・
六
弁
・
八
史
皆
定
ム
。

(

巻
二
十
五

｢

平
将
門
発
謀
反
被
誅
語｣
第
一)

大
将
軍
参
議
兼
修
理
大
夫
右
衛
門
督
藤
原
忠
文
ヲ
着
テ
、
将
軍
ノ
刑
部
大
輔

藤
原
忠
舒
等
ヲ
副
テ
八
ケ
国
ニ
遣
ス
間
…
…
。

(

同
上)

『

今
昔
物
語
集』

に
お
け
る

｢

宰
相｣

と

｢

参
議｣

を
較
べ
見
る
と
、｢

宰
相｣

が
物
語
類
と
同
様
の
日
常
的
な
人
物
呼
称
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
の
に
対
し
、

｢

参
議｣

の
方
は
、

参
議
正
四
位
下
兼
兵
部
卿
橘
朝
臣
奈
良
麻
呂

大
将
軍
参
議
兼
修
理
大
夫
右
衛
門
督
藤
原
忠
文

の
よ
う
に
、
正
式
の
官
職
表
記
の
場
合
で
あ
り
、
ま
た

左
右
ノ
大
臣
、
納
言
・
参
議
・
百
官
・
六
弁
・
八
史
。

左
大
臣
顕
光
、
右
大
臣
公
季
、
并
ニ
納
言
・
参
議
ノ
公
卿
、
員
ヲ
尽
シ
テ
…
…
。

の
よ
う
に
、
官
職
列
挙
の
場
合
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
一
話
の
中
で
同

一
人
物
に
両
者
が
併
用
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
先
ず

｢

参
議｣

を
冠
し
て

人
物
の
紹
介
を
し
、
つ
い
で

｢

宰
相｣

の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。

今
昔
、
延
喜
ノ
御
時
ニ
参
議
三
善
清
行
ト
云
人
有
リ
。
其
時
ニ
紀
長
谷
雄
ノ

中
納
言
、
秀
才
ニ
テ
有
ケ
ル
ニ
、
清
行
ノ
宰
相
ト
聊
ニ
口
論
有
ケ
リ
。
清
行

ノ
宰
相
、
長
谷
雄
ヲ
云
ク
、｢

無
才
ノ
博
士
ハ
古
ヨ
リ
今
ニ
至
マ
デ
世
ニ
無

シ
。
但
シ
、
和
主
ノ
時
ニ
始
マ
ル
也｣

ト
。

(

巻
二
十
四

｢

三
善
清
行
宰
相
、
与
紀
長
谷
雄
口
論
語｣

第
二
十
五)

正
規
の
官
職
名

｢

参
議｣

に
対
し
て
、
唐
名
の

｢

宰
相｣

は
日
常
で
の
呼
称
で

あ
っ
た
。｢

世
ニ
善
宰
相
ト
イ
フ｣

(

巻
二
十
七

｢

三
善
清
行
宰
相
、
家
度
語｣

第

三
十
一)
と
い
う
一
文
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『

拾
遺

集』

の
詞
書
と
作
者
名
と
に
お
け
る
使
い
分
け
も
、
こ
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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ま
た
、
前
節
に
挙
げ
た

『

う
つ
ほ
物
語』

中
唯
一
の

｢

参
議｣

も
、
苦
節
三
十

年
余
の
苦
学
生

(

藤
原
季
英)

が
右
大
将
に
そ
の
出
自
を
尋
ね
ら
れ
て
恐
懼
し
て

答
え
る
場
面
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
発
話
者
の
か
し
こ
ま
り
が
、
世
上

の
通
称

｢
宰
相｣

よ
り
も
正
規
の
官
職
名

｢

参
議｣

の
方
を
選
ば
せ
た
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

三

工
藤
重
矩

｢

平
安
朝
に
お
け
る
官
職
唐
名
の
文
学
的
側
面｣

は
、｢

李
部｣

、

｢

槐
棘｣

、｢

翰
林｣

、｢

羽
林｣

等
の
官
職
唐
名
が
漢
詩
文
に
お
い
て

｢

修
辞
的
役

割｣

を
果
た
し
、｢

文
学
的
表
現｣

に
か
か
わ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

和
文
に
お
け
る
唐
名
の
使
用
状
況
に
も
触
れ
、｢
宰
相｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

物
語

(

作
り
物
語)

に
は
原
則
と
し
て
唐
名
を
用
い
る
こ
と
は
な
く
、｢

少
将｣

の
ご
と
く
和
風
の
呼
称

(

正
式
呼
称
を
省
略
し
た
か
た
ち)

を
用
い
る
。
た
だ
、

｢

参
議｣

は
む
し
ろ
唐
名
で
あ
る

｢

宰
相｣

の
方
が
用
い
ら
れ
る
。
宰
相
が

唐
名
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

(『

平
安
朝
和
歌
漢
詩
文
新
考』

所
収)

あ
る
い
は
、｢

宰
相｣

と
い
う
呼
称
の
頻
用
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
そ
れ
を

｢

唐
名｣

と
意
識
さ
せ
な
い
ま
で
に
な
っ
た
、
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か注

３

。

と
こ
ろ
で
、｢

宰
相｣

と

｢

参
議｣

に
は
、
上
述
の
よ
う
な
使
い
分
け
と
は
ま

た
別
の
用
法
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
男
性
間
の
書
簡
に
お
け
る
使
い
方
で
あ
る
。

『

雲
州
往
来』

に
就
い
て
見
る
に
、
こ
こ
で
も
、

宰
相
ノ
労
積
ル
ト
雖
モ
兼
官
ノ
人
無
シ
。

(

巻
下

十
四注

４)

の
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

注
意
を
惹
く
の
は
、
書
簡
の
宛
名
と
差
出
人
に
お
け
る
用
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
宛
名
の
場
合
は
、

(

前
略)

頓
首
謹
言

三
月

日

左
近
中
将
源

謹
上

藤
宰
相
殿

(

巻
下

二
十
九)

(

前
略)

ム
稽
首
敬
白

六
月

日

左
近
衛
中
将

謹
上

宰
相
中
将
殿

(

巻
下

三
十
六)

の
よ
う
に
、｢

宰
相｣

が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
差
出
人
の
署
名
で
は
、

(

前
略)

稽
�
敬
白

月

日

参
議

藤
原

謹
上

大
納
言
法
印
御
坊

(

巻
上

四
十
九)

(

前
略)

謹
言

九
月

日

参
議

藤
原

前
将
軍
幕
下

(

巻
中

五
十
五)
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(

前
略)

恐
戦
謹
言

二
月

日

参
議

平

右
大
弁
殿

(

巻
下

二
十)

の
よ
う
に
、
一
貫
し
て

｢

参
議｣

が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
ど
の
よ
う
に
解

釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

宛
名
と
差
出
人
と
い
う
関
係
と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
待
遇
の
要
素
が

入
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
宛
名
に
使
用
さ
れ
る

｢

宰
相｣

に
は
敬
意
が
籠
め
ら
れ

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
差
出
人
の
自
署
に
使
用
さ
れ
る

｢

参
議｣

は
お
の
ず
か
ら
卑
下
の
気
味
を
帯
び
る
自
称
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

｢

参
議
殿｣

と
い
う
宛
名
、｢

宰
相｣

と
い
う
差
出
人
の
自
称
が
見
え
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
こ
と
と
抵
触
す
る
も
の
で
は

必
ず
し
も
な
い
。
能
吏
三
善
清
行
を
世
人
が

｢

善
宰
相｣
と
呼
ん
だ

(『

今
昔
物

語
集』)

の
は
、
何
ほ
ど
か
の
、
そ
し
て
何
ら
か
の
敬
意
を
抜
き
に
し
て
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ま
た

『

う
つ
ほ
物
語』

の
苦
学
生
藤
原
季
英
が
右
大
将
へ
の
返
答
の

な
か
で
自
分
の
父
を

｢

参
議｣

と
呼
ん
だ
の
も
、
目
上
に
対
す
る
謙
遜
と
無
縁
で

は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
待
遇
の
問
題
に
関
連
し
て
、
考
察
す
べ
き
事
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。

第
一
節
で
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
じ
つ
は

『

拾
遺
集』

の
詞
書
に
は
、
次
の
よ
う

な
例
外
的
な

｢

参
議｣

の
使
用
が
一
例
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

参
議
玄
上
が
妻
の
、
月
の
あ
か
き
夜
、
か
ど
の
ま
へ
を
わ
た
る
と
て
せ
う
そ

こ
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け
れ
ば
。

(

拾
遺
集

四
三
七)

こ
の
例
、『

拾
遺
抄』

流
布
本

(

群
書
類
従
本
、
八
代
集
抄
本
等)

で
は

｢

参

議
玄
上｣

を

｢

宰
相
玄
上｣

に
作
り
、
他
の
詞
書
の

｢

宰
相｣

と
整
合
を
示
す
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
他
の
例
に
合
わ
せ
た
後
世
の
改
変
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

そ
こ
で
見
方
を
変
え
る
と
、｢

玄
上
が
妻｣

に
お
け
る
助
詞

｢

が｣

の
使
用
に
は
、

玄
上
に
対
す
る
敬
意
の
薄
さ
が
看
取
で
き
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
場
合

｢

宰
相｣

で

は
な
く
て

｢

参
議｣

を
玄
上
に
被
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

四

『

和
歌
職
原
鈔』

。
貞
享
四
年
刊
、
八
巻
八
冊注

５

。
内
容
は
、
前
半
三
巻
と
後
半

五
巻
か
ら
成
り
、
前
半

｢

和
歌
職
原
鈔｣

は
官
職
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
事
柄

を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
一
六
五
首
と
そ
の
注
、
後
半｢

和
歌
職
原
鈔
追
加｣

五
巻
は
、

大
江
匡
房
の

『

江
家
次
第』

の
抄
出
を
読
み
下
し
、
挿
絵
二
十
四
葉
を
添
え
た
も

の注
４

。
巻
末
の
識
語
に
い
う
。

和
歌
職
原
鈔
三
巻
は
晴
季
卿
の
和
歌
を
以
て
註
を
加
、
追
加
五
巻
は
匡
房
卿

の
次
第
を
以
て
書
写
せ
し
む
る
も
の
也

吉
田
定
俊

在
判

｢

晴
季｣

と
は
、
今
出
川

(

菊
亭)

右
大
臣
晴
季

(

天
文
八
年
〜
元
和
三
年注
６)

。
和

歌
は
そ
の
撰
述
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
巻
頭
の
序
に
よ
っ
て
窺
え
ば

次
の
如
し
。

蓋
和
歌
職
原
は
官
職
の
次
第
を
且
々
や
ま
と
こ
と
ば
に
や
は
ら
げ
て
み
そ
ひ

と
も
じ
の
哥
に
作
り
、
こ
ゝ
ろ
や
す
き
や
う
に
の
べ
給
へ
ば
、
児
童
女
も
し
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り
や
す
く
、
又
お
と
な
し
き
人
も
覚
え
よ
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
和
歌
職
原
、

は
じ
め
は
四
部
配
当
の
哥
を
挙
、
次
に
位
階
三
十
階
の
哥
、
次
に
任
官
の
哥
、

次
に
位
署
書
の
哥
、
次
に
散
位
字
の
哥
、
次
に
僧
官
位
の
哥
、
終
に
諸
国
大

上
中
下
の
哥
を
挙
給
へ
り
。

そ
の

『

和
歌
職
原
鈔』

の
巻
三
、｢

任
官
之
歌
二
十
八
首｣

中
に
、
次
の
よ
う

な
一
首
と
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
注
が
見
え
る
。

文
字
に
か
く
と
き
は
参
議
ぞ
口
に
て
は
宰
相
と
こ
そ
い
ふ
べ
か
り
け
れ
。

参
議
は
和
官
の
名
な
れ
ば
、
文
字
に
正
し
く
か
く
時
は
参
議
と
か
く
べ
し
。

口
に
と
な
ふ
る
と
き
は
唐
名
を
以
て
宰
相
と
い
ふ
べ
し
と
也
。

一
首
の
意
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

｢
文
字｣

と
は
た
ん
に

｢

声｣

に
対
す
る

｢

字｣

で
は
な
く
、
公
文
書
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
の

｢

文
字｣

で
あ
り
、
仮
名
文
は
対
象
外
で
あ
る
は
ず
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の

｢

口｣

も
、
た

ん
な
る
口
頭
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
口
頭
性
を
反
映
す
る
文
章
を
も
含
め
考
え
れ

ば
、
こ
の
歌
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
平
安
時
代
の
作
品
に

お
け
る

｢

宰
相｣

と

｢

参
議｣

と
の
使
い
分
け
に
ほ
ぼ
符
合
す
る
。

こ
の
一
首
は
ま
た
、
天
明
三
年
刊
、『

和
歌
職
原
捷
径』

(

上
下
二
巻注

７)

に
も
見

出
さ
れ
る
。
該
書
は
大
江(

久
川)

資
衡
の
手
に
成
る
も
の
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、

｢

む
か
し
菊
亭
晴
季
の
き
み
の
撰
述
に
し
て
、
源
親
房
の
き
み
の
職
原
抄
を
や
は

ら
げ
し
書｣

た
る

『

和
歌
職
原
鈔』

に

｢

俗
詞
を
く
は
へ
、
よ
む
人
を
し
て
や
す

く
し
ら
し
め
む｣

た
め
に
著
さ
れ
た
書
で
あ
る
と
い
う
。
収
め
ら
れ
る
和
歌
は

『

和
歌
職
原
鈔』

と
同
じ
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
解
説
が
資
衡
の
新
注
で
あ
る
。

書
付
を
す
る
と
き
は
、
或
は
源
参
議
、
菅
参
議
な
ど
な
り
。
口
に
て
よ
ぶ
と

き
は
、
藤
宰
相
、
平
宰
相
な
ど
ゝ
よ
ぶ
な
り
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
が
今
出
川
晴
季
の
作

(

前
掲

『

和
歌
職
原
鈔』

序)

で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
趣
旨
は
、
古
来
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
試
み
に
江
戸
時
代
に
多
数
出
版
さ
れ
た

『

職
原
鈔』

の
注
釈
を
覗
い
て

み
る
と
、
寛
文
二
年
刊

『

首
書
職
原
鈔』

、｢

参
議｣

の
注
に
、

位
署
ヲ
書
ク
時
ハ
参
議
也
。
名
ヲ
呼
ブ
時
ハ
宰
相
也
。
書
ク
時
、
或
ハ
源
ノ

参
議
、
菅
ノ
参
議
、
名
ヲ
呼
ブ
時
ハ
藤
宰
相
、
平
宰
相
也
。(

原
漢
文)

と
い
う
、『

和
歌
職
原
鈔』

と

『

和
歌
職
原
捷
径』

双
方
の
注
を
合
わ
せ
た
よ
う

な
説
明
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
以
来
、
公
家
社
会
に

｢

文
字｣

で
は
な
く

｢

口｣

で
伝
え
ら
れ
て
き
た

伝
承
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、『

国
書
総
目
録』

は
、『

和
歌
職
原
鈔』

の
項
に

｢

巻
一－

三
は
和
歌
職

原
捷
径
に
同
じ｣

と
の
備
考
を
付
し
、
ま
た

『

和
歌
職
原
捷
径』

の
項
に
も
、

｢

な
お
和
歌
職
原
鈔
の
内｣

と
い
う
備
考
を
付
す
。
こ
の
両
備
考
は
、『

和
歌
職
原

鈔』

、『

和
歌
職
原
捷
径』

の
両
書
を
同
内
容
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
。
し
か
し
、
上
述
の
一
端
か
ら
も
そ
の
非
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蛇

足
に
わ
た
る
が
本
誌

｢

文
献
探
求｣

の
性
格
に
鑑
み
、
参
考
ま
で
に
両
書
の
前
述

｢
参
議｣

歌
の
箇
所
を
掲
げ
て
結
び
と
す
る
。
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注

１

た
だ
し
、
四
位
で
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
る
資
格
を
有
し
な
が
ら
、
参
議
で
な
い
者
の
称

｢

非
参
議｣

は
二
例

(

藤
裏
葉
、
竹
川)

見
出
さ
れ
る
。

２

『

詞
花
集』

以
後
の
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
で
は
、｢

宰
相｣

が
消
え
、
す
べ
て

｢

参
議｣

と
な
る
。
た
だ
し『

後
拾
遺』

、『

金
葉』

の
両
集
に
は
、
と
も
に
こ
の
二
語
は
見
え
な
い
。

参
議
ひ
ろ
な
り
た
え
て
の
ち
、
伊
予
の
守
に
て
く
だ
り
た
る
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
。

(

詞
花
集

一
七
二)

…
…
津
の
国
に
山
ぢ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
参
議
為
通
朝
臣
し
ほ
ゆ
あ
み
て
侍
る
と
き
き

て
つ
か
は
し
け
る
。

(

詞
花
集

二
七
五)

参
議
資
通
、
大
弐
は
て
て
の
ぼ
り
け
る
に
。

(

千
載
集

四
八
五)

高
倉
院
春
宮
の
御
時
、
権
亮
に
侍
り
け
る
を
参
議
に
て
ほ
ど
へ
侍
り
け
る
こ
ろ
。

(

千
載
集

一
〇
六
七)

前
参
議
教
長
、
高
野
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
が
。

(

新
古
今
集

八
三
六)

参
議
正
光
、
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し
の
び
て
人
の
も
と
に
ま
か
れ
り
け
る
を
。

(

新
古
今
集

一
五
〇
二)

３

『

首
書
職
原
鈔』

(

寛
文
二
年
刊)

に
、｢

按
異
朝
宰
相
當
日
本
三
公
也
、
宰
相
但
是
参
議

異
名
也
、
非
唐
名｣

、
ま
た

『

職
原
鈔
引
事
大
全』

(

万
治
二
年
刊)

に
は

｢

翠
庵
曰
、

以
参
議
稱
宰
相
事
、
不
知
何
世
始
、
按
異
朝
宰
相
當
日
本
三
公
也
、
宰
相
但
是
参
議
異

名
也
、
非
唐
名｣

と
見
え
る
。

４

以
下

『
雲
州
往
来』

の
引
用
は
、
三
保
忠
夫
・
三
保
サ
ト
子
編

『

雲
州
往
来
享
禄
本
本

文』
(

和
泉
書
院
刊)

の
訓
下
し
文
に
よ
る
。

－ 8－

『和歌職原鈔』『和歌職原捷径』



５

九
州
大
学
文
学
部
蔵
。

６

そ
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
松
原
一
義

｢

今
出
川
晴
季
伝

豊
臣
・
徳
川
政
権
交
替
期
を
生

き
た
一
人
物

｣
(｢

国
語
と
国
文
学｣

昭
和
五
九
年
七
月
号)

に
詳
し
い
。

７

九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
。
二
巻
一
冊
。

(

い
ま
に
し

ゆ
う
い
ち
ろ
う
・
九
州
大
学
教
授)

－ 9 －


